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1. フードドライブとは 

 各家庭などから「まだ食べられるのに捨ててしまう食べ物」を集めて、フードバンクなどに寄

付する活動。 

 品質に問題ないにも関わらず市場で流通できなかった食品や、各家庭で発生する「まだ食べ

られるのに捨ててしまう食べ物」を集めて、それを必要としている施設や団体、困窮世帯に無

償で提供する活動。 

 フードバンクなどから提供を受けた食料品を、それを必要としている施設や団体、困窮世

帯に無償で提供する活動。
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2. フードドライブの実施手順
フードドライブを実施する場合の参考手順を以下に示します。 

出典：環境省「フードドライブ実施の手引き」
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3. 集める食品の種類や条件について
 フードドライブで集める食料品は、一般的には常温保存ができて消費期限が長い物とさ

れていますが、今まで行われてきたフードドライブにおいて、フードドライブ実施団体の多

くが「回収できない食品」としているものは、次のようなものが挙げられます。 

よくある「回収できない食品」の例 

回収できない食品 回収できない理由 

生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜など）
回収後、一時的にフードドライブ実施団体

が保管する際、もしくはフードバンク等の

提供先に冷蔵庫・冷凍設備がない場合、

最終的な食品の提供先に届けるまでに腐

敗してしまう恐れがあるため 

冷蔵食品、冷凍食品など温度管理が 

必要なもの

手作り品、お弁当、食べ残しの食品 

食品衛生の観点から、フードドライブ実施主

体やフードバンク等が品質保証することがで

きないため 

賞味期限の記載がないもの（砂糖、塩

を除く）、商品説明が外国語表記のみ

のもの 

開封されたもの、包装が破損し食品 

が外気に触れてしまうもの 

賞味期限が１か月未満のもの 

フードバンク等から最終的な提供先への食品

配布に最低でも１か月程度の時間的余裕を

みておいたほうがよいため 

アルコール類（料理酒を除く） 
アルコール類は嗜好品であり、飲まない人・

飲めない人もいるため 

治療用特殊食品 マッチングが難しいため 

出典：環境省「フードドライブ実施の手引き」 
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4. 集めた食品の提供先
 フードドライブを実施して食品を集めても、食品の寄付先がなければ意味がありません。

寄付先の団体によって必要としている食品の種類や規模などは異なります。フードドライ

ブを始める前に、寄付先の団体を決め「どのような食品をどれくらい引き渡すか」事前に

確認や調整を行いましょう。 

事業者名 

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 

北海道事業本部 恵庭地域福祉事務所 

恵庭市地域活動支援センター 

住 所 恵庭市本町 113-1 

日 時 月～金の８：3０～1７：3０（祝日を除く） 

連 絡 先 ０123-2９-33９3 

事業者名 ＮＰＯ法人 まちづくりスポット恵み野 

住 所 恵庭市恵み野里美2-15（フレスポ恵み野内） 

日 時 月、水～日の９：3０～1７：3０（祝日、お盆、年末年始を除く） 

連 絡 先 ０123-3９-2232 

（参考）恵庭市内の寄付先一覧 



5 

5. 恵庭市ではフードドライブの周知を行っています。
 恵庭市では、市内で実施されているフードドライブ活動の情報発信を行っています。 

 「新たにフードドライブを実施する」または「すでにフードドライブ活動を実施している」団

体で恵庭市のＨＰで公表可能な場合は、下記連絡先までぜひご連絡ください。 

【お問い合わせ】 

恵庭市生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課 排出 ６Ｒ係 

ＴＥＬ：０123-33-3131 

ＦＡＸ：０123-33-313７ 

Mａｉｌ:ｈａｉｋｉｂｕｔｓｕ@ｃｉｔｙ.ｅｎｉｗａ.ｈｏｋｋａｉdｏ.ｊｐ 

事業者名 ＮＰＯ法人えにわ市民プラザ・アイル 

住 所 恵庭市本町 11０ 

日 時 
【4 月～1０月】月～土の1０：００～1７：００（祝日を除く） 

【11 月～3月】月～土の1０：００～1６：００（祝日を除く） 

連 絡 先 ０123-3９-3355 

事業者名 ＮＰＯ法人陽だまりの家 

住 所 恵庭市恵央町3-22 

日 時 月～金の８：3０～1７：3０（祝日を除く） 

連 絡 先 ０123-3９-23６０ 

備   考 寄付品を回収に伺うことも可能 


